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11 月 16 日（土）梅田・毎日インテシオで開催

　財産を共有している管理組合にとっては、組
合員個人の相続問題であっても、管理組合に多
大な影響を与える場合があります。
　例えば、遺族が相続放棄をした場合、残った
部屋の管理は誰がするのか。今後発生する経費
は誰が負担するのか。また、一人暮らしの人が
亡くなったとき、管理組合がまずしなければい
けないことは何か。そういう組合員個人の相続
問題に管理組合が巻き込まれないようにするに
は、事前にどのような対応をとっていればいい
のでしょうか。
　民法が改正され、相続に関して組合員個人と
管理組合が直面することになる問題を、セミナー
で整理し解説します。そして、今後、起こるか
もしれない様々なケースを、クイズ形式にして
参加者同士で対応策を楽しく考え学びます。

■日時　2019 年 11 月 16 日（土）
13 時 30 分～ 16 時 30 分（開場・受付 13 時より）
■会場　毎日インテシオ 4F
　大阪市北区梅田３丁目４番５号

　（毎日ビルディング　大阪本社）

　ＪＲ大阪駅より　徒歩 5 分
　阪急、阪神、地下鉄各駅より　徒歩 10 分
■定員　70 人（先着順）
■内容　
①セミナー「区分所有者の死亡は他人事ではな
い」（講師：九鬼正光弁護士）
②ワークショップ（クイズ形式）
■参加費　無料
■お申し込み・問合せ先
　ＮＰＯ法人集合住宅改善センター

（電話 06-6943-8383）
　ホームページからもお申し込みいただけます。
　http://www.shukai.or.jp/

組合員の相続は他人事ではない
第10回新時代のマンションセミナー＆ワークショップ

　「マンションと相続～組合員の相続は他人事

ではない～」をテーマに、第 10 回新時代のマ

ンションセミナー＆ワークショップ（主催・集

改センター）が、11 月 16 日（土）、大阪・北区

梅田の毎日インテシオで開催されます。

会場地図
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　集改センターは８月７日、集改塾「第２回公開
セミナー―修繕工事に関する専門知識＆施工技術
講習会」を開催しました。
　同センターでは、マンション改修工事に携わる
技術者・営業担当者らのスキルアップを図り「集
改塾」を毎月開いていますが、材料メーカーの協
力を得て昨年に続き公開セミナーを実施したもの
です。
　冒頭、松山代表理事は「５年前、賛助会員の社
員を対象に『集改塾』を始めた。私は新築の設計
を経て 20 年ほど前からマンション改修のコンサ
ルタント業務に移ったが、現場に携わっている担
当者の技術が低く、知識が不足していることを強
く感じました。
　ゼネコンに入社する人は大学や専門学校で建築
を学んだ人が大半ですが、改修業の場合、必ずし
もそうではありません。大学の文系を出た人など
は今まで学ぶ機会がなかったのが現実だと思いま
す。学ぶ機会さえ与えれば改修業の何たるか、面
白みも分かるはずです。それで始めたのが『集改
塾』でした。昨年から賛助会員以外にも対象を広
げ、より多くの人に参加していただくことにしま
した。これを機会に自分自身でも勉強し、仕事に

役立てていただきたい。
　セミナーでは新入社員から５年目程度までを対
象に基礎知識を中心にしました。さらに勉強を希
望する方は、毎月第１水曜日の午後７時から８時
半まで、大阪建築会館３階の会議室で開いている
集改塾にぜひ参加していただきたい」とあいさつ
しました。
　セミナーに移り、「下地補修・シール」（コニシ）、

「塗装工事」（日本ペイント）、「防水工事」（田島ルー
フィング）を各メーカー担当者が説明しました。 

改修技術のさらなる向上へ
「集改塾」公開セミナーを開催しました

松山功代表理事
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エントランスに「車いす用昇降機」を設置

豊中北コーポラス　完全バリアフリー化へ
　豊中北コーポラス（神島治美理事長）では、
マンションの完全バリアフリー化を実現するた
め、このほどエントランスに車いす用昇降機を
設置しました。
　同マンションは豊中市永楽荘４丁目に位置す
る総戸数 115 戸７階建ての大規模マンションで
す。エントランスが坂道に面し、玄関までは階
段になっていました。
　住民からの要望もあり、管理組合では、車い
すでも上り下りしやすいよう、昇降機の設置を
検討していました。当初は階段式昇降機を計画
しましたが、介助人とともに荷物も運べる垂直
昇降機に変更しました。
　竣工式は 10 月７日に開かれ、神島理事長、
工事関係者、アドバイザーの松山功集改セン
ター代表理事らでテープカットを行いました。
　既存のマンションに垂直昇降機を設置するの
は珍しいケースです。設置後、住民からは「ビー
ル瓶など重い荷物も運べるので便利」「マンショ
ンが完全バリアフリーになったため、高齢に
なっても長く住める」と大変好評を得ています。

エントランスに設置された昇降機

介助者と一緒に乗り込み

そのまま電動で 2.5 ｍ上まで移動
神島理事長（左から２人目）、松山代表理事（同３人目）と
工事関係者でテープカット＝ 10月７日、竣工式で
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東京商工リサーチの調査結果 

大阪の社長は高い所が好き？

　東京商工リサーチの調査（９月 18 日発表）に
よりますと、マンションに住む社長宅の平均階数
は５.35 階という結果が出ました。マンションに
住む社長は高い階に住んでいるイメージが強い
ようですが、「意外に地に足をつけて落ち着いて
いる」（同調査）ことがわかりました。同調査は、
東京商工リサーチが保有する企業データベースか
ら、マンションに住む約 50 万人の社長を抽出し、
分析しています。
　都道府県別にみますと、最も高い平均階数は、
東京都（６.12 階）を押さえ、なんと大阪府（６.82
階）が堂々のトップでした。地元不動産業者の説
明によりますと、「大阪に住む社長は、ステータ
スだけでなく、景気づけに高層階に住む」とのこ
とです。
　ちなみに、平均階数のトップ 10 は▽大阪府▽
東京都▽滋賀県（５.87）▽広島県（５.59）▽福
岡県（５.39）▽兵庫県（５.30）▽香川県（４.91）
▽北海道（４.90）▽宮城県（４.86）▽新潟県（４.80）。
逆に低い順では▽長野県（３.16）▽山梨県（３.18）
▽栃木県（３.21）▽福井県（３.32）▽群馬県（３.39）
▽福島県（３.40）などです。
　市区郡別では、再開発が進む東京都中央区の
13.37 階に次いで、大阪市福島区が 12.49 階で 2 位
に入っています。以下、▽大阪市港区（11.39）▽
東京都港区（10.78）▽大阪市北区（10.62）▽東
京都江東区（10.36）の順で、タワーマンションの
建ち並ぶウォーターフロントや再開発地域で平均
階数が高くなっています。
　売上高別では、売上高 10 億円未満の社長宅の
平均階数は５.56 階ですが、売上高 10 億円以上に
なると８.21 階、100 億円以上は８.36 階に上昇し
ます。大企業の社長が、東京、大阪など大都市に
集中していることも関係しているようです。
　産業別の平均階数は、金融・保険業が６.72 階
で最も高いという結果が出ました。金融業は東
京や大阪など都市部に会社が集中し、タワーマ
ンションに住む社長が多かったためと推測されま
す。

　不動産業は６.22 階で２位でした。タワーマン
ションの販売や仲介を手掛ける不動産業の社長も
高層階を好むようです。
　面白いのは建設業で、４. １階と 10 業種のうち
最も低いことが分かりました。
　上場区分別では、マザーズの 11.04 階が最も高
く、次いで、東証１部の 10.26 階、JASDAQ が９.72
階と続きます。新興市場に上場する企業の社長は
特に上層階に住む傾向があり、上昇志向の強さが
マンションの高層階に反映しているのかもしれま
せん。
　一方、未上場は５.35 階で、平均階数はマザー
ズの半分以下となっています。
　年代別では 20 代以下が５.07 階と最も低く、30
代、40 代からピークの 50 代の６.24 階まで平均階
数は高くなります。その後 60 代で６.09 階、70 代
以上で６.92 階と高齢になると再び低くなります。
　人気の部屋番号は「201」でした。次いで、「101」、

「202」、「102」となり、低層階の部屋番号が上位
を占めました。1 階から 7 階の各階で、末尾「1」
となる部屋番号の順位が高く、角部屋を社長は好
んでいるようです。
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「管理組合は解散できるか」

九鬼正光弁護士の「独り言ブログ」より

　管理組合法人の解散は、区分所有法 55 条に解
散規定があり、建物の滅失、建物に専有部分が
なくなったとき、そして集会の決議によって解
散できることとなっています。
　解散しますと清算手続きに入ります。法人組
織にした管理組合が法人を廃止して元の管理組
合に戻ろうとするところもあります。集会の決
議で解散をしようとするのです。そのときも清
算手続きが必要となります。
　解散すると権利能力なき管理組合が残り、元
の組合組織が復活するということとなります。
つまり集会の決議による解散の場合は管理組合
が消滅することにはなりません。

権利能力なき管理組合の場合は？

　権利能力なき管理組合の解散はどうでしょう
か。
　管理規約に解散規定はありません。解散する
という根拠はどこにあるのでしょうか？
　区分所有法によると区分所有建物が出来上
がった時に管理組合は自然発生的に存在すると
いうことを定めていると解釈されています。区
分所有法３条の区分所有者による団体構成とい
うところです。
　したがって、管理組合の解散を区分所有者が

集会の決議、４分の３の特別決議であったとし
ても解散を認めるものではないと私は解釈しま
す。
　仮に解散が出来たとして、区分所有建物の管
理は誰がどうしていくのでしょうか。
　では全区分所有者が解散に賛成すればどうで
しょうか。このようなケースは専有部分となる
戸数が少ない小規模の建物でしか現実性が乏し
いと思いますが、全員が賛同すればなんでもで
きるのかと言う問題です。ここは区分所有法３
条の団体を構成するという規定が強行規定かど
うかという問題になるのではないでしょうか。
　私は、区分所有建物の存続には区分所有者で
構成される管理組合の存在が必要不可欠であり、
管理組合が中心となって建物の維持管理をして
いくこと、そのことが区分所有者の利益となり
かつ、近隣住民の生活の安定（マンションの存
在は地域社会にとっての生
活環境に大きな影響を与え
ることになります）を保持
すことにつながると考えま
すので強行規定と考えま
す。
　従って、集会決議での解
散はできないと考えます。 

入会のご案内
■正会員（入会金 6000 円、会費 1500 円 / 月）
　マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』をお届けし、お得なマンション情報

やセミナー、住民交流会等をご案内します。

■顧問契約会員（ネットワーク会員）
　マンション管理組合が対象です。『集改ニュース』を戸

数分送付、住民交流会、セミナー等にご優待、広報チ

ラシ作成、ＨＰ作成等のマンション相談も受付けます。

◎本部事務局（06-6943-8383）へお問い合せください

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改
センター）は、建物の大規模修繕・改修工事な
どのハード面、及び日頃の管理組合運営に関す
るソフト面の両面から、マンションにお住まい
の方々を支援する専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 57 名

■ＮＰＯ法人認証
　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）

集改センターの概要 **** **** *********

ブログのＵＲＬ：https://kukilaw-mansion.com/


